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第2次プランでは、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の
調和）の実現に向けて取組みます。

イラスト／希望ヶ丘1 齋藤ひと美さん

第２次 たじみ男女共同参画
プランがはじまります。
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＜１＞男女共同参画についての広報、啓発

＜２＞男女共同参画に関する調査研究、情報収集、
提供

＜３＞人権の尊重に関する意識の浸透

＜４＞ドメスティック・バイオレンスの被害者や虐待
を受けている子どもへの支援

＜５＞セクシュアル･ハラスメント防止対策の充実

＜６＞女性の悩みごとへの相談業務の充実

（基本目標Ⅰ）

人権を尊重した

男女共同参画

＜方針１＞

人権を尊重する意識の醸成

＜方針２＞

女性の人権の擁護

＜７＞性別にとらわれない子どもの意識の醸成

＜８＞男女共同参画を意識した学校(幼稚園・保育所
を含む)運営

＜９＞多様な生涯学習の機会の提供

＜10＞ワーク・ライフ・バランスを意識した職場におけ
る男女の均等な機会と待遇の確保の促進

＜11＞企業に対する意識啓発

＜12＞就労能力向上のための支援

＜13＞女性の再チャレンジ支援

＜14＞国際的な取組み等の情報収集、提供

＜15＞多文化共生への理解と推進

（基本目標Ⅱ）

多様な場での

男女共同参画

＜方針３＞

男女平等の視点に立った教育・

学習の推進

＜方針４＞

雇用や就労における男女平等の

推進

＜方針５＞

多文化共生社会に向けての取組み

＜16＞市政運営における政策・方針決定過程への女性
登用の促進

＜17＞女性の能力を活性化する取組みの充実

（基本目標Ⅲ）

政策・方針決定過程に

おける男女共同参画

＜方針６＞

政策・方針決定過程への女性の

参画の促進

＜18＞男女の家庭生活における自立促進

＜19＞子育てを支援するための環境整備

＜20＞介護を支援するための環境整備

＜21＞生涯を通じた心身の健康支援

＜22＞地域活動への参画推進

＜23＞地域活動団体への支援

＜24＞新たな取組みを必要とする分野への男女共同参
画の推進

＜25＞シニア世代の自立と活力の活用促進

＜26＞高齢者等が安心して暮らせる介護体制の充実

（基本目標Ⅳ）

家庭、地域社会に

おける男女共同参画

＜方針７＞

ワーク・ライフ・バランスの支援

＜方針８＞

地域社会における男女共同参画

の推進

＜方針９＞

高齢者等が安心して暮らせる環境の整備

＜１＞推進体制の充実

＜２＞市役所における ポジティブ・アクションの推進

＜３＞推進状況の把握と評価、報告

＜４＞行政と市民・事業者・保育又は教育に携わる者
との連携

※ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）
配偶者や恋人など親密な関係にある異性に対する暴力やそのおそれの
ある行為のこと。

※セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）
相手の意に反した性的な言動のこと。

※ワーク・ライフ・バランス
仕事と家庭・地域生活の調和を図ること。
※ポジティブ・アクション
男女間の参画の機会の差を是正するために、男女のいずれか一方に対し、
その機会を積極的に提供すること。

プランの推進 ＜方針＞

市・市民・事業者・保育又は教

育に携わる者の連携による男女

共同参画推進体制の充実
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